
 

アダルトビデオ出演契約書  

第１条（目的）  

女優名：                本 名：                （以下、「本件女優」といいま

す。）は、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制

作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関す

る特則等に関する法律」（以下、「本法律」といいます。）を認識・理解した上で株式会社                  

【メーカー名を入力。個人で制作している場合は、個人名（屋号がある場合は屋号と個人

名）を記載】（以下、「制作者」といいます。）が制作・撮影・編集・販売・流通・公表・

自動公衆送信（インターネットなどによるダウンロード等）する映画・写真の著作物であ

る「性行為映像制作物」（いわゆるアダルト・ビデオ（AV））に出演し撮影されること、及

び本作品を制作者又は制作者の指定する第三者が販売・流通・公表・自動公衆送信するこ

とに関し、十分に理解した上、自らの自由な出演意思に基づき、第３条の本作品に出演す

ることを承諾して、本契約を締結します。本契約は、本件女優と制作者の双方が納得する

作品作りを行うことを目的とします。  

第２条（出演承諾）  

１．本件女優は、制作者より、第 3 条で定める本作品について、台本あるいはシナリオ

等の具体的内容を開示され確認し、また、自らが制作者との間で締結する本出演契約書

（以下、「本契約書」といいます。）の案文を示され、その内容及び本法律第５条所定事

項の説明を受け、自らに支払われることとなる出演料についても十分に理解した上で、

事業者として自らの意思に基づいて本作品に出演することを承諾します。  

２．本件女優は、本作品に出演することを承諾するにあたり、制作者、その他第三者から

事実に反する説明（例えば、AV に出演するのではなく、モデルになれる等の事実に反

する説明）をされたり、何らかの理由により出演を強要されたり、違約金請求などの脅

迫を受けたこと、あるいは、これらの事情を言うなと制約されたことは一切ありませ

ん。  

３．本件女優は、制作者、その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、いわゆるア

ダルト・ビデオ（AV）に出演をするような斡旋を受けたことは一切ありません。  

４．本件女優は、本契約を締結した後であっても、出演を取りやめる権利を有し、その権

利行使には、本件女優が実際に制作者より受領した出演料及びこれに対する民法所定の

利率による受領時からの利息の返金を超えて何らの負担がないことを理解しました。   

５．本作品公表後の出演契約の任意解除等については、本契約に関連した説明書面で説明

を受けたとおり、本法律第１３条、同附則に定められた期間にできることを制作者が提

供した法文の写しに基づく説明により理解しました。  

６. 本件女優以外の本法律による解除権を行使し得る出演者が本法律第１３条に基づく解

除権を行使した場合でも、制作者は本件女優との関係でも本契約を本契約に基づく権利



 

行使として解除することが出来、その場合には本件女優は制作者より受領した出演料及

びこれに対する民法所定の利率による受領時からの利息を制作者に返金する義務が本契

約に基づき認められること、契約解除後も本条項は効力を有すること、これらの措置が

「出演料詐欺」等の不祥事を予防するためにやむを得ないことを全て理解して承諾しま

した。なお、制作者が本契約を解除した場合、撮影開始前、撮影開始後に関わらず、出

演料の取扱いについては、本件女優及び制作者で協議の上（撮影開始後は、本件女優の

役務を金銭評価して）支払額を決するものとします。 

第３条（本作品の内容）  

本作品は、性行為（性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等

（性器又は肛門をいう。）を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器

等を触る行為）に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声に

よって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）又は

これに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激する「性

行為映像制作物」であり、本件女優は、下記のとおり、本作品において、性行為に係

る姿態の撮影の対象となり、いわゆるアダルト・ビデオ（AV）の映像、画像における

演技を行い、本作品に出演します。  

記 

作品名：    

撮影予定日時：  

撮影予定場所：  

本件女優の性行為に係る姿態の具体的内容：  

（例⇒添付の台本・シナリオ記載のとおり） 

本件女優の性行為に係る姿態の相手方： 

本作品の公表の具体的方法及び期間：  

 公表期間は 20※※年※月※日から 20＊＊年※月※日の５年間

とする。  

 以降は、１年ごとの自動更新とする。 但し、前述の公表期間

５年間を経過し、出演者が公表の停止を求めた場合には、公表停

止を求めた日から１ヶ月を経過した日までとする。  

本作品を公表する国名又は地域名： 

本作品の公表を行う者：  

 その他、上記に加え、出演者に通知の上、新しい公表先（媒体）を加え

ることがあります。その際の通知方法は、出演者にメールなどで伝える、

及び制作者のホームページ、ＳＮＳなどで新しい公表先の情報を公開する



 

ことになります。新しい公表先の可否については、本契約第１５条に従い

本件女優が記入した連絡先に連絡をして同意を取らなければなりません。 

  

第４条（支払条件）  

本作品に対する本件女優への出演料の支払条件等は以下のとおりとします。  

出 演 料： 金         円（消費税額を含む）  

       （源泉徴収税金    円を報酬支払時に差し引く）  

支 払 日： 本作品の撮影完了後に、制作者の手元に請求書が届いてから＿＿日以内

に本件女優の指定する金融機関の口座宛に振り込む方法により支払うもの

とします。振込手数料は、制作者の負担とします。なお、本件女優本人以

外の金融機関の口座を指定し支払う際には、本契約締結後に別途支払先指

定の契約を取り交わすことになります。  

  

第５条（本作品の販売等）  

１．本件女優は、本作品の制作のために撮影した映像等について、第３条記載の内容を逸

脱しない範囲で制作者がこれを自由に編集し、本作品を制作し、外国語翻訳による字幕

版の制作、外国語吹き替え版制作、複製、頒布、放映、上映（クローズド・サーキッ

ト・テレビジョン・システム方式を含む）、自動公衆送信（インターネット等によるダ

ウンロード等）、貸与および販売することを承諾します。ただし、本作品の公表の具体

的方法及び期間は、第３条のとおりとします。  

２．本件女優は、本作品について、第１項に定める頒布、放映、上映、自動公衆送信、

貸与及び販売が日本国内外で行われることを承諾します。ただし、その利用方法及

び利用場所並びに国内外にかかわらず、日本国内の法律、制作者が本作品の審査を

依頼した審査団体の受審査時の公序良俗及び倫理基準等に違反しない場合、本件女

優のイメージ及び人格権を侵害しない場合並びにモザイク等のないいわゆる無修正

作品を制作、販売しない場合に限ります。  

３．制作者は、本作品の公表が行われるまでの間に、本件女優に対し、本契約に基づいて

撮影された映像のうち本件女優の出演に係る映像であって公表を行うものを確認する機

会を与えなければなりません。  

４．本作品は、本作品に係る全ての撮影が終了した日から４か月を経過した後でなけれ

ば、公表することができません。  

  

第６条（本件女優の肖像の使用）  

１．本件女優は、本作品における本件女優の肖像権及びパブリシティ権を制作者が利用す

る許諾期間が、下記のとおりであることを承諾します。なお、本件女優は、許諾期間が

終了前後を問わず著作権（著作隣接権は除く）が著作権法上制作者にあること、その著



 

作権行使の判断は本法律第１３条による解除後も含め制作者の任意に委ねられているこ

と、本条項は契約解除後も効力を有することを理解しました。  

記  

許諾期間：撮影開始日から起算して５年 ４ヶ月とする。  

以降は、1 年ごとの自動更新とする。  

但し、前述の許諾期間５年４ヶ月を経過し、出演者が公表の停止を求めた

場合には、公表停止を求めた日から１ヶ月を経過した日までとする。  

  

２．本件女優は、本作品の公表後、本作品の広告宣伝・ダイジェスト版の作成のために、

制作者が本件女優の芸名、肖像、筆跡、経歴などを無償で使用することを承諾します。  

３．本件女優は、本作品について、制作者に対して一切の著作隣接権を使用許諾するとと

もに、女優名を表示させ、および本作品の同一性を損なわない範囲において改変、編集

および加工（翻訳、字幕の追加は含まない）することを独占的に許諾し、また、前項に

おいても同様とします。  

４．制作者は、本作品を利用した総集編・オムニバス作品等映像作品（ただし、本作品そ

のものへの編集行為を行なわれずに作品の同一性が維持される単なるバルク販売ないし

リニューアル等（技術の進歩による映像の鮮明化等）はこれに含まれない。）を新たに

制作販売する際には、本件女優との間で、別途、契約を締結するものとし、その契約に

おける報酬額及び支払方法は、特定非営利活動法人知的財産振興協会などが策定する支

払いに関する規則に則って定めることにします。  

５．制作者は、作品にならなかった部分を含めて、映像、特に本作品にて撮影されたモザ

イク編集がされていない動画、写真について、善良な管理者の注意をもって取扱い、本

件女優の同意なくこれらが第三者に漏洩した場合は本件女優に対して損害賠償責任を負

います。  

  

第７条（宣伝活動およびパブリシティ）  

制作者は、第３条の範囲で、本作品の価値を最大限に高めるために必要かつ適切と考え

るネット上またはその他の広報および宣伝活動（以下「宣伝活動」という。）を行うこと

ができるものとします。また、本件女優は、制作者の宣伝活動に関して、肖像権の使用を

許諾し、また、合理的な範囲で、これに協力することを承諾します。  

  

第８条（出演の拒絶）  

１．本件女優は、本作品への出演に係る撮影において、本契約において定められている性

行為に係る姿態の撮影であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。  

２．制作者は、前項の拒絶によって制作者又は第三者に損害が生じたときであっても、本

件女優に対し、損害賠償を請求することはできません。  



 

３．第１項の拒絶が撮影の全部を対象とするときは、本契約第２条第４項の出演取り

やめであり、本件女優の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。

この場合、本件女優は、制作者より受領した出演料及びこれに対する民法所定の利

率による受領時からの利息の返金を超えて何らの責任を負いません。返金する額に

ついては、制作者が本件女優の役務を金銭評価した額と出演料及び利息を相殺した

金額となります。  

４．第１項の拒絶が撮影の一部を対象とする場合でも、制作者がその一部の撮影がないと

本作品を完成させることができないと判断するときは、前項と同様に本契約は解除され

るものとし、制作者がその一部の撮影を欠いても本作品を完成させることができると判

断するときは、拒絶対象を除いて本作品への出演に係る撮影を継続するものとします。  

  

第９条（保証等）  

１．本件女優は、制作者に対し、本件女優が１８歳未満でないことを保証し、公的な身分

証による証明を求められた場合にはこれに応じます。  

２．本件女優は、制作者に対し、本件女優が本契約書締結時点において、本件女優の知る

限り、妊娠、性感染症に感染していない事を保証し、また、撮影終了日までその状態を

維持して身体及び健康に支障のない限度において、妊娠および性感染症を防ぐ義務（生

理、危険日の把握、体調管理などの徹底）を負うものとします。  

３．制作者は、本作品の出演者間における性感染症の罹患を防止する為、合理的な対策を

行う義務を負うものとします。  

４．制作者の事前の書面による許可なく、本件女優が本契約書締結日以降に自らの意思に

基づき、あるいは、身体および健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことによ

り、制作者が指定した外見イメージを大きく変えた場合（髪染め、日焼け、整形、豊

胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど）、本件女優は、

撮影に影響が出ないようこれを是正するように努める義務を負うものとします。  

５．本件女優及び制作者は、相手方に対し、現在又は過去５年以内において、自己並びに

自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これ

らに準ずる者に該当しないことを保証します。  

６．本件女優は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状

況等について、制作者が合理的な範囲で、かつ社会通念上相当な方法で調査することに

ついて同意します。  

７．本条各項の保証に違反した場合、第４項違反を除き本契約に基づく債務履行（本契約

違反）となり、制作者による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証しま

す。  

  

第１０条（守秘義務及び個人情報保護）  



 

１． 本件女優は、制作者の事前の書面による承諾なくして、本作品の公表以前における

本作品の内容に関する情報を第三者（弁護士と官公庁については、本件女優が提供す

る本作品の公表以前における本作品の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相

談開始前に明確に伝えた場合には除く）に開示、漏えいしないものとします。  

２． 制作者は，本件女優の個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号，以下「個人情報保護法」という。）所定の個人情報をいう。）について，個人

情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等（個人情報保護法に関して個人情報保

護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません）に基づき適正に取り扱

います。特に，制作者は以下の義務に留意しなければなりません。  

① 利用目的の特定，通知等及び利用目的の制限（個人情報保護法１７条，１８条

及び２１条等）  

② 安全管理措置（従業者並びに委託先の監督，漏えい等の報告等を含み，同法２

３条ないし２６条等）  

③ 第三者提供の制限（外国にある第三者への提供の制限を含み，同法２７条ない

し２８条等）  

④ 保有個人データの本人からの開示等の請求等（苦情の処理を含み，同法３３条

ないし４０条等）  

３． 本件女優は，本契約の範囲内で，制作者が要配慮個人情報（前条第２項に関して

取得する病歴，前条第６項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません）

を取得し取り扱うことに同意します。  

４． 制作者における個人情報の取扱いに関する義務は，法令に基づき，本契約の終了に

かかわらず存続します。  

  

第１１条（損害賠償責任等）  

１．本件女優は、第２条第４項の出演取りやめ、第８条の出演拒絶、本法律に定める出演

契約の取消しあるいは解除の場合には何ら損害賠償責任を負いません。  

２．本件女優は、出演に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、制作

者に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。  

３．制作者は、自らの故意または過失により本件女優に対して損害を与えた場合、本件女

優に対し、その生じた損害を賠償するものとします。なお、撮影、撮影現場の準備、管

理、運営等に関与している者の故意過失については、制作者の故意過失として扱い、制

作者が損害賠償責任を負うものとします。  

４．前２項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害と

しますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者（以下「被請

求者」という。）がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含ま

れるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を

負担するものとします。  



 

５．制作者がＡＶ人権倫理機構指定の審査団体の審査に合格しない作品を流通させた場

合、本件女優の意思に反したものとみなし、また故意により本契約書第５条第２項に定

める女優のイメージ及び人格権を侵害したものとみなします。  

  

第１２条（本作品の販売差止め及び販売中止）  

１．本件女優は、本法律に基づき、本契約の取消しもしくは解除をしたときは、本作品の

販売等の公表の停止又は予防を請求することができます。  

２．本件女優が、本法律に基づき本契約の取消しもしくは解除したとき、制作者に対する

損害賠償義務を負うことはありませんが、制作者より受領した出演料及びこれに対する

民法所定の利率による受領時からの利息を返金しなければなりません。ただし、出演料

の返金をしないと本契約の取消しもしくは解除ができないものではなく、取消しもしく

は解除した後で、出演料を返金することになります。なお、返金する額については、制

作者が本件女優の役務を金銭評価した額と出演料及び利息を相殺した金額となります。  

３．制作者が本件女優又は第三者から本作品の販売・配信・レンタル等（以下、「販売

等」という。）の差止め、販売等の中止、肖像権またはパブリシティ権等の侵害による

損害賠償請求等を求められた場合には、制作者のみの判断によって本作品の販売等を中

止することができます。  

  

第１３条（作品販売等停止申請制度の利用）  

１．本件女優は、本法律の定めとは別途、本契約の有効期間中、契約終了後を問わず、Ａ

Ｖ人権倫理機構の「作品販売等停止申請制度」を利用することができます。また、制作

者は、本件女優による同制度の利用を法的、事実上を問わず、これを妨げません。  

２．本件女優は、ＡＶ人権倫理機構の「作品販売等停止申請制度」による販売等の停止が

なされる場合、別途同意しない限り出演料は返金する必要はありません。ただし、「作

品販売等停止申請制度」による販売等の停止後に本法律第１３条に基づく解除権を行使

した場合はその限りではありません。  

 

第１４条（準拠法、協議解決および裁判管轄） 

１．本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約

書に定めのない事項については、本法律の趣旨に従い、本件女優と制作者各々が誠意を

もって協議し、円満に解決を図るものとします。 

また、結婚など本件女優の生活環境の変化により本作品の販売停止等を相談したい場

合は、AV 人権倫理機構の「作品販売等停止申請書」（URL: 

https://www.avjinken.jp/form.php）を利用して、その判断を仰ぐことが出来ることを

理解いたしました。なお、制作者は、本件女優と解決による和解合意をする際、守秘義

務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定す

ることになります。  



 

２．本契約に関する一切の紛争（裁判所の調停手続を含む）は、被告の住所地または本社

所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする

ことに合意します。 

 

第１５条（連絡先の明示）  

１．本件女優は、制作者からの連絡、通知を受けることが出来る本件女優本人の連絡先

（電話番号、メールアドレス、LINE アドレスなど）を本契約書に記載をするものとし

ます。  

２．制作者は、前項の本件女優本人の連絡先については、第３条第１項にある公表期間の

更新及び新たな公表先の通知、第５条第３項にある公表を行う映像を確認する機会の通

知、第６条第１項にある許諾期間の更新の通知、同条第４項にある総集編・オムニバス

作品の制作時の通知、のみに使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万

一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第１１条に抵触し、制作者が損害賠償責

任を負うことになります。  

３．制作者も同様に本件女優からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先（電話番号、

メールアドレス、LINE アドレスなど）を本契約書に記載をするものとします。  

４．本件女優及び制作者は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに

相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。 

５．制作者から本件女優に対する通知、連絡等は、本条第 1 項ないし同第４項の連絡先

にすれば足りるものとします。  

６．本条項は第３条に記載の公表期間の終了後も効力を有することを理解しました。但

し、本法律１３条に基づく解除権を行使した場合は、その限りではありません。 

  

第１６条（契約の失効）  

 本契約以前に締結されたプロダクション、メーカー間の出演契約については、既に効力

が無いことを双方で理解しました。  

＝以下余白＝ 

  



 

 本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書２通を作成し、本件女優と

制作者が、それぞれ記名捺印のうえ、各１通を保有します。なお、本件女優が本契約

書の写しを求めた場合は、制作者は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければ

なりません。  

 

   

本契約の締結日時：    年   月   日    時   分  

  

本契約の締結場所：  

  

   

本件女優 ： 住 所         

  氏 名                                      （印） 

連絡先  

  

制作者 ：  住 所  

         会社名 

     （または屋号及び個人名）                         （印） 

連絡先  

 


